
既に拳心会に入会されているご家族の方 

ご家族、同時に 2 名以上ご入会の方 

 

１．入門金、会費の割引 

三親等以内のご家族が入門する際、入門金は 2 人目以降、次の通りになります 

  ２人目  ８０００円（２０００円引き） 

  ３人目以降６０００円（４０００円引き） 

   入門金割引は以前会員だった方（退会、休会）のご家族にも適用されます 

   

   三親等以内のご家族で、同一口座から会費を引き落とす場合 

会費は 2 人目以降、次の通り割引になります 

    ２人目  １０００円引き 

    ３人目  ２０００円引き 

    ４人目以降３０００円引き 

   会費割引は、退会された方、休会中の方のご家族、会員のご両親は適用されません 

 

会員,元会員のご両親は会費２２００円です 

 

２．自動払込利用申込書 

同封してあります緑色の印字がある用紙は、自動引落の口座を登録する申込書です 

既にご家族が入門されていて同じ口座から引落の場合、提出不要です 

 

 

メール設定のお願い 

 拳心会からの連絡は基本的に E メールで行います。 

 現在届いていても何の前触れもなく迷惑メール扱いになり届かなくなることがあります。 

 renraku@karate-do.co.jp info@karate-do.co.jp 

  ふたつのメールを指定外受信など受信するように設定をお願いいたします。 


